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英国の対国際テロリズム戦略：CONTEST

岡久　慶

はじめに
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はじめに

　CONTESTは、イギリス本国及び海外権益に

対するテロリズムの脅威に対抗するための3か

年総合戦略として、2003年に策定された。当初

は、内務省対テロリズム・情報局ウェブサイト
（注1）

において機密扱い事項に触れない範囲で、包括

的な概要が紹介されていたが、2006年7月には

33ページほどの説明文書
（注2）

が議会に提出された。

　2009年3月の改訂は、脅威の態様及びテロリ

ズムが発生する要因に対する政府認識の変化、

2003年以来の経験、テロリズム対策のリソース

増加等を踏まえて行われ、説明文書も174ペー

ジにも及ぶ
（注3）

これまでにない詳細なものとなって

いる。

　この改訂においては特に、化学・生物・放射

性物質・核兵器、爆発物による攻撃の脅威と、

テロリズムが発生する要因となる思想に対する

「市民による異議申立（civil challenge）」（後述す

るCONTESTの柱の1つである「防止」に含まれ

る）の重要性が強調されている
（注4）

。

　本稿においては、Ⅰで今回の改訂でより重要

度が増した「防止（Prevent）」について、イギリ

ス政府のイスラム教徒対策と絡めて解説し、Ⅱ

でCONTEST 2009年版の要旨を紹介する。

Ⅰ CONTESTにおける「防止」

　「CONTESTの要旨」で後述するが、同戦略は

以下の4本の柱を中心に構成される。

(1) 「追跡」（Pursue）

 　テロリストとその支援者を追跡し、テロリ

スト組織を撹乱すること。

(2) 「防止」（Prevent）

 　テロリズムが発生する根本原因に対処する

こと。

(3) 「防護」（Protect）

 　重要国家基盤の防御を強化すること。攻撃

に対する回復力を向上させること。

(4) 「準備」（Prepare）

 　テロ事件が発生した後、これに即応できる

よう要員及び資源を配置すること。

　2番目の「防止」にある根本要因として、2003

年の段階では次のものが挙げられていた。

(a) ムスリム・コミュニティ（Muslim community）

とイギリス主流社会との断絶又は緊張関係

(b) テロリスト活動の勧誘を行う者の存在

(c) テロリスト組織を活性化させる国際紛争

　(a)は、外交政策への不満、差別や経済的な

困難による社会的疎外感、現在のイギリス社

会と所属共同体の伝統的価値観とのギャップ等

が、一部のマイノリティのイギリスへの帰属意

識を希薄化し、イスラム過激派思想（extremism）

への傾斜を生む素地を形成したということで

あった
（注5）

。

　(b)は、「憎悪の説教師（preachers of hate）」と

呼ばれるイスラム過激派の流れを汲む聖職者た

ちが、その立場を利用し、イスラム教徒の若者

に過激な反西洋的イスラム思想を植えつけ、甚

だしくは海外における「聖戦」への参加呼びか

け等を行っていることだった
（注6）

。なお、この種の

教化活動は当初一部のモスクにおいて行われて

いたが、現在では当局の取締強化等を受けて次
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第に活動の比重をインターネットに移しつつあ

るという
（注7）

。

　(c)は、イスラム圏を圧迫する政策（アフガニ

スタン、イラクへの攻撃と駐留）、あるいはこ

れを容認すると受け取られる政策（カシミール、

チェチェン、パレスティナ問題に対して当事国

に対する外交上の配慮から沈黙すること）に対

する反発が挙げられていた
（注8）

。

　イラク戦争とテロリズムの関連性について

は、CONTESTの中での扱いに変遷が見られ

る。内務省の対テロリズム・情報局ウェブサ

イトにおける2003年の記述では特に言及はな

く、2006年の説明文書では「これがイスラムへ

の攻撃として受け取られることがある」とな

り、2009年の説明文書においては過激化の一

因と認定されている
（注9）

。これは開戦のための国際

的外交攻勢を担い、国内世論を誘導し、そして

参戦に踏み切ったブレア首相（当時）にとって、

2005年7月7日のロンドン同時多発テロ事件（以

下、「7.7事件」という。）との関連性を指摘され

ることが望ましくなかったために、ブレア政権

下で関連づけを行わなかったのではないかとい

う事情が伺える。

　2006年のCONTEST説明文書は、「防止」の目

的を過激化（人々がテロリストになること、暴

力的過激派思想を支持すること）の阻止と位置

づけ、具体策として、次のものを挙げている。

(1) 社会的不利益の解消と改革の支援

　社会的不利益の解消は国内においてイスラム

教徒が置かれた不利な状況及び彼らが体験する

不平等を是正することを意味する。しかしなが

ら、ここで言及されている国内政策は、社会的

不利益の解消という問題を超え、社会的統合・

結合の向上を図るというより大きな政治目的を

内包したものとなっている
（注10）

。

　具体策として、教育、労働市場、住宅、保健、

刑事司法の各方面において、平等な待遇を徹底

化することを目的とした戦略「機会の向上、社

会の強化
（注11）

」の施行（2005年から2008年まで数省

庁合同で施行）と、2006年8月24日、イギリス

社会内の共同体間の統合及び結合を推進する政

策の策定を目的とした「統合及び結合委員会
（注12）

」

の設置等が挙げられる。

　これらの政策は、いずれもテロリズム対策と

いう枠を超え、イギリスの主流社会とイスラム

教徒を含むマイノリティ共同体との距離を縮

め、実質的移民国家であるイギリスが直面する

社会的統合及び結合の脆弱性に対処しようとす

るものである。この問題は2001年夏に北イン

グランドで発生した暴動事件で浮上し、7.7事

件でイギリス国籍を持つイスラム教徒が自爆テ

ロを行ったとされたことで、大きく取り上げら

れることとなった。

　同事件後、8月5日にブレア首相（当時）が

発表したテロリズム対策の「12ポイント計画」

（12-Point Plan）には「ムスリム・コミュニティ

の一般社会への統合を強化するための施策につ

いて協議する」との項目が含まれており
（注13）

、これ

が統合及び結合委員会設置の契機となったので

ある。

　委員会設置にあたって、ルース・ケリー共同

体・地方政府相（当時）は、多文化主義を批判

的に見直すと明言しており、委員会が政策の重

点をマイノリティの処遇向上への取組みから、

マイノリティ側による主流社会への歩み寄りに

移すのではないかとの予測を生んだ
（注14）

。委員会が

発表した中間報告
（注15）

においては、法律遵守、民主

主義への参加、公平と公正等をイギリス社会に

おける「共有されるべき価値観（shared value）」

として確立することが統合における重要な柱

として打ち出され、これを「イギリスらしさ

（Britishness）」という概念のもとに組み込むこ

とが検討され、そのような内容が最終報告書に

盛り込まれると予想された。しかし2007年6月

14日刊行された最終報告
（注16）

は、社会統合の現状を
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概ね順調と結論付け、あえてイギリス的価値観

を強調することは反感と対立を招くと論じ、「共

有されるべき価値観」の確立も明示していない。

　また、この政策にはイスラム圏に対する開発

の支援を通じて、南アジア、東南アジア、アフ

リカに民主主義及び人権尊重を定着させ、社会

経済的環境を過激派が利用することを防ぐこと

も挙げられている。

(2) テロリズム奨励の抑止

　この政策は主に法律制定によって追求されて

おり、特に大きな役割を果たすのが2006年テ

ロリズム法
（注17）

である。

　この法律はテロリズムの実行、準備又は扇動

を、直接的又は間接的に奨励すること、テロリ

ズムの実行又は準備を幇助する内容の刊行物

（テロリスト刊行物）を頒布することを犯罪と

する。さらに同法は、テロ組織を指定し当該組

織への所属及び支援を犯罪とする2000年テロ

リズム法を改正し、テロリズムの奨励及びテロ

リスト刊行物頒布を行う組織をもテロ組織とし

て指定することを可能とした。テロリズムの奨

励にはテロ行為の賛美が含まれ、当局による広

範な取締りを可能としている。

　また内務省は2005年8月24日に、許容できな

い行為リスト（list of Unacceptable Behaviours）

を刊行し、テロリズムの正当化や賛美、テロを

含めた重大犯罪の扇動、共同体間の暴力を煽る

憎悪の助長等を、刊行、声明、ウェブサイト設置、

指導的立場の利用等を通じて行うことを、外国

籍者に対する入国拒否及び退去強制の事由とし

ている
（注18）

。

(3) 思想的対峙

　ブレア首相（当時）はテロリズムの根底にあ

る「邪悪な思想」に対峙しない限り、テロ撲滅

は不可能であると論じた
（注19）

。具体策としてムスリ

ム・コミュニティ及びその中の若年者又は女性

グループに大臣が接触し、過激化阻止について

討議するということが挙げられている。

　2009年のCONTEST説明文書は、引き続き「防

止」の目標を過激化の阻止と位置づけている。

その概要は後掲の第2部第9節「防止：人々がテ

ロリストになること、暴力的過激派思想を支持

することを防ぐ」で後述するが、今回の特徴と

して、取り組むべき対象が暴力的過激派思想か

ら一般的過激派思想へと拡大されたことが指摘

されている
（注20）

。

　2009年2月17日、正式発表に先立ってガー

ディアン紙にリークされたCONTEST説明文書

の一部では、次に該当する者を過激派とみなす

と記述されていた
（注21）

。

・イスラム圏の複数の国にまたがるカリフ制国

家の設立を支持すること

・イスラム教に基く法体系であるシャリア法導

入を奨励すること。

・あらゆる場所を問わず、聖戦や武力抵抗を支

持すること。イスラエルに対するパレスティ

ナ人の武力抵抗を支持することを含む。

・同性愛がアッラーに対する罪であると論じる

こと。

・イラク及びアフガニスタンにおけるイギリス

軍兵士の殺害を非難しないこと

　これに対しては、ほとんどのイスラム教徒の

見解が過激派思想扱いされてしまうとの指摘が

なされていたが、発表された説明文書ではこれ

らの記述に代わって、社会統合推進の柱として

検討されたこともある「共有されるべき価値観」

が過激派認定の基準として導入された。同価値

観を拒否し、否定する言論をテロの土壌と位置

づけ、こうした言論を法的に禁止はしないが積

極的に反論するというのである。ジャッキー・

スミス内相（当時）は、「（「共有されるべき価値

観」の導入は）政策の変更ではないが、（新しい
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戦略が）価値観擁護という点においてより妥協

を許さないものとなる」と述べている
（注22）

。

　政府は、報告書発表に前後して、これまでイ

スラム教徒との対話の窓口と位置づけてきた英

国イスラム評議会（Muslim Council of Britain）と

の協力関係を断っている
（注23）

。その理由は、イスタ

ンブールで開かれたイスラム教指導者会議にお

いてハマス支持を表明したダウド・アブダラ副

事務局長が、ヘイゼル・ブリアーズ共同体・地

方政府相の要求通り辞任しなかったからという

もので、2009年CONTESTの方向性との関連性

が指摘されている
（注24）

。

　当然ではあるが、イスラムの立場からは、こ

うした主流社会の価値観への恭順を求めるよう

に見える姿勢は不評である。7.7事件後、テロ

組織に指定することをブレア首相に公言されな

がら
（注25）

、結局これを免れた組織
（注26）

ヒズブ・ウト・タ

リール
（注27）

は、「防止」はムスリム・コミュニティを

管理し、イスラム教に基く政治思想を骨抜きと

し、イスラム教徒を西洋化させる同化策である

と切り捨てている
（注28）

。

　イギリスの右派メディアの間では、今回「防

止」が改訂された背景に、これまでの暴力的過

激派思想阻止の「失敗」があると指摘する声が

強い。つまり、政府はテロ対策の一環として、

過激ではあるがテロリズムを標榜しない過激

派を不満を持つイスラム教徒の代表者として扱

い、またその不満の受け皿として機能させるこ

とで、イスラム教徒がテロリズムに走ることを

防ごうとしてきた。しかしこれでは、本当の穏

健なイスラム教徒が周縁化され、テロリズムを

生む土壌である過激派思想の蔓延を政府が助長

させてしまったというのである
（注29）

。

　一方で、そのような政府にとって都合のいい

イスラム教徒がどれだけいるのか疑問視する声

もあり
（注30）

、それゆえに当初予定されていた具体的

な過激派認定基準が撤回されたと考えられる。

2008年7月に12の大学で行われた世論調査で

は、イスラム教徒の学生の40%がイギリスへの

シャリア法導入を支持し、33%が世界的カリフ

制国家建設を支持し、32%が宗教のための殺害

を是として（28%が宗教に対する攻撃への対応

のため、4%が宗教振興と維持のため）いるとい

う数字もある
（注31）

。もっとも、この世論調査につい

ては、これを依頼した社会結合センター
（注32）

が右派

のシンクタンクであることから、その妥当性を

問う声もある
（注33）

。

　共同体・地方政府省は、イスラム教徒による

アイデンティティ政治
（注34）

と過激化の関連性を検討

する報告書（現在検討中）
（注35）

の中で、イスラム教

徒のアイデンティティが今でも強く、強化され

つつある現状を指摘し、この強いアイデンティ

ティが社会統合と過激化を選択させる結果とな

るもろ刃の剣であることを認めている。移民社

会におけるアイデンティティ政治が、間接的な

がらテロリズムと関連付けられ論じられるとい

うことは、イギリス政府がイスラム教徒側から

の主流社会への歩み寄り（＝統合）を、より厳

しく求めていく可能性を示唆していると考える

ことができる。

　また、国防省に所属する「開発、概念及び教

理センター」（Development, Concepts & Doctrine 

Centre）が発表した世界戦略傾向
（注36）

は、情報通信

技術の発展が特定の人種・民族で形成される国

外移住者と本国との連携を円滑化し、これが移

住先国における統合・同化を妨げること、こう

した自己完結的なヴァーチャル共同体の存在は

移住先国の権益を損なう（移住元国のリスクを

持ち込む、あるいは移住先国における安全保障

に関る意思統一を妨げる等）可能性があると指

摘している。

　国内のムスリム・コミュニティにおけるテロ

リズム、過激化、社会統合の低さといったこと

を問題としているイギリスの現状は、この傾向

の一例であり、短期的に問題を解決することは

難しいと思われる。
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Ⅱ CONTESTの要旨

　CONTEST 2009年版は序論、本文4部及び付

録3から構成される。以下にその概要を訳出し

て紹介する。

第1部　戦略的状況

　この部においては、イギリスに対するテロの

脅威の変化、現在の脅威、その要因及び将来的

観測を説明する。

第1節　国際的テロリズムとイギリス：背景

　イギリスに対するテロの脅威は近年に始まっ

たものではない。例えば、1969年から1998年

にかけては北アイルランド問題に関連したテロ

によって3,500人が死亡しており、1988年には

リビアが糸を引いたパンナム機爆破テロで270

人が死亡している。

　新たな形態のテロリズムは1980年代初頭の

エジプトにおいて、純正なイスラム国家建設を

目指すジハード団（Islamic Jihad）、イスラム集

団（Islamic Group）が始めた、政府転覆を目的と

したテロ活動（サダト大統領暗殺等）に端を発

する。これらの集団は、明確に宗教的目的を掲

げ、これにより暴力の正当化をしたことが特徴

に挙げられるが、この時点では活動目的はエジ

プト国内に限定されたものだった。

　エジプト政府の厳しい弾圧を受けた彼らは、

1979年にソビエト連邦によって侵攻されたア

フガニスタンに活躍の場を求め、他のアラブ諸

国から参加した義勇兵集団（ウサマ・ビン＝ラー

ディンを含む）と協力関係を築き、影響を与え

ることとなる。1989年にソ連軍がアフガニスタ

ンから撤退すると、これらの集団はそれぞれの

母国に帰還するか、別の紛争地域に赴き、原理

主義的イスラム過激派の影響がパレスティナ、

アルジェリアに広がり、攻撃の矛先がアメリ

カ、フランス等の西側諸国に向けられることと

なる。

　アルカイダは1980年代後半にアフガニスタ

ンで結成された組織であり、エジプトのテロリ

スト集団の思想を引き継ぎ、1996年からイスラ

ム教国以外にもアメリカ及びその同盟国への攻

撃（イギリスを含む）も主張するようになった。

同組織の活動は2001年9月11日の同時多発テ

ロ事件（以下、「9.11事件」という。）で頂点に達

したが、その後の多国籍軍によるアフガニスタ

ン攻撃とタリバン政権の崩壊により、その作戦

能力は著しく削減されている。

第2節　イギリスへの影響

　1990年代前半にはエジプト、アルジェリア等

におけるテロリスト組織の布教者がロンドンに

移り住み、活動拠点を置くようになる。また、

海外における聖戦（ジハード）への参加を奨励

する過激派組織が、イギリスで結成されるよ

うになるのもこの時期である。海外の聖戦に参

加して帰国したイギリス国籍者、聖戦を支持す

る国内組織、外国から流入してきたテロ組織を

通じて、アルカイダはイギリスにおける地歩を

固めた。2000年11月には、アルカイダ賛同者

数名によるバーミンガム市中心街を狙った爆弾

テロが警察と情報部によって阻止された。つま

り、アメリカの9.11事件とそれに続くアフガニ

スタン紛争、イラク戦争よりも前にイギリスを

標的とした活動が開始されていたということで

ある
（注37）

。

　2001年以降、警察及び情報部は国内における

いくつものテロ計画を阻止してきた。52人の犠

牲者を出した2005年7月7日のテロ事件（以下、

「7.7事件」という。）、未遂に終わった同年7月

21日のテロ事件は、いずれもアルカイダと関り

を持つイギリス市民によって計画され、その内

数人はパキスタンで軍事訓練を受けていた。

　2001年度から2007年度にかけて、200人前後

の者がテロリズムに関連した罪で有罪宣告を受

け、2008年3月現在で120人以上がイングラン
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ド及びウェールズにおいて拘禁されている。

第3節　現在のイギリスに対する脅威

　現在及び近い将来にかけてイギリス（及び多

くの国）を脅かすテロ組織は、主に次の4系統

からなる。

(1) アルカイダ指導部及びその中核組織

　ビン＝ラーディン及びアル・ザワヒリに率い

られ、パキスタンの連邦直轄部族地
（注38）

域を主要拠

点とする。厳格なリーダーシップ構造を持つ組

織であり、2001年以降の厳しい状況にもかかわ

らず、構成員は200～ 300人はいると推定され

る。

　パキスタンの軍事行動及びアメリカのミサイ

ル攻撃等により、その作戦遂行能力は大幅に制

限され、また指導部の人間が他の場所に移動す

ることは困難と思われる。

　アルカイダ中核組織は他のテロリスト組織及

び反乱組織と連携して、パキスタン政府及びア

フガニスタン政府に抵抗し、連携する組織との

接触を保つことで、他の国（特に英米）への攻

撃を狙っている。イギリスにおいては、主にパ

キスタン系イギリス人によって構成される細胞

がアルカイダ中核組織と交流し、テロ活動に関

する指導や訓練を受けている。アルカイダは欧

州の他国にも同様の細胞を持つが、その数及び

能力はイギリスのそれに及ばないであろう。

　アルカイダにはイスラム圏の政府を転覆し、

西側諸国のイスラム圏に対する外交政策の変

更を強いるという主目的を達成できる力はない

が、重要目標を狙った攻撃で大量の死傷者を出

す能力を維持している。

(2) アルカイダと提携する組織

　アルカイダは北アフリカ、アラビア半島、イ

ラク、イエメン等の提携組織に影響や助言を与

えているが、これら組織には定型化された特徴

はなく、アルカイダが及ぼす影響力もまちまち

である。

　北アフリカ及びイエメンの提携組織は勢力を

伸ばしているが、逆にアラビア半島及びイラク

では民衆の支持の欠如と警察・軍隊の活動によ

りその規模、能力が抑え込まれている。

　ほとんどのアルカイダ系列組織は、イギリス

の海外権益を標的とし、イギリス国内に支部を

置くものもある。しかし、これら支部は必ず

しもイギリス本土への直接攻撃を目的としたも

のではなく、第三国への攻撃を支持する性格で

あったりする。

　いずれのアルカイダ提携組織も、イスラム教

国の政府を転覆し、西側諸国のイスラム圏に対

する外交政策の変更を強いるという主目的を達

成できる力はないが、重要目標を狙った攻撃で

大量の死傷者を出す能力を維持している。

(3) アルカイダに影響を受けて生まれた脅威

　アルカイダの組織に直接関係はないが、類

似した思想に動かされ自発的に行動するネット

ワーク又は集団による脅威がこれに該当する。

これらの組織は、頻繁に名称を変更し、主要メ

ンバー逮捕と同時に消滅するなど、組織的には

極めて短命である。

　例えば2004年3月11日のマドリッド同時多

発テロ事件を起こした集団がその例で、彼らは

アルカイダとは直接の関連がなく、また主要メ

ンバーが逮捕を避けるため自殺した後、組織と

しては消滅したかにみえる。

　こういった組織はモロッコ、エジプト等にお

いて顕著で、イギリスにおいて暴力的過激派思

想に傾倒した集団や個人は、これに該当する。

(4) その他のテロリスト組織

　アルカイダ以外にも、イギリスの海外権益を

脅かす脅威は中東（パレスティナ、イスラエル、

レバノン）、イラク、南アジア（アフガニスタ



204　外国の立法 241（2009.9）

ン、パキスタン、インド）、北アフリカ（マグ

レブ諸国、リビア、エジプト）、東南アジア（特

にインドネシア）に存在する。

　これらの組織にはアルカイダより古いものも

あり、多くは特定の国又は民族に由来する不満

に基いて活動する。中にはアルカイダに思想的

影響を受け、提携しているものもある。

　イギリスに活動拠点を持っていた組織、現在

も持っている組織もある。

　一例としては、ヒズボラがこれに該当する。

政府は2008年7月に同組織の軍事部門をテロ組

織として指定したが
（注39）

、政治部門とは公式的接触

を試みている。

第4節　テロリズムの脅威がいかに変容したか

　1970年代、1980年代の国際テロリズムは、

基本的にパレスティナ問題に起因するものだっ

た。イギリス国内の標的もイスラエル又はユ

ダヤ人に関連したもので、要求は世俗的なもの

で宗教的要素は薄く、大量破壊兵器に関心を示

すこともなく、イギリス国内で構成員勧誘等も

行われなかった。また、これらのテロ組織はい

ずれかの国家と関係を持っており、イスラム圏

における体制転覆を意図したり、テロ組織から

反乱組織への脱皮を図る組織はほとんどなかっ

た。

　1990年代以降台頭してきた、アルカイダ等の

国際テロネットワークは、宗教によって行動を

正当性し、政治・宗教上の目的を有し、（化学

兵器、放射性物質兵器等の）通常兵器以外の使

用も辞さない態度を示し、イギリス又は世界中

から構成員の勧誘を行うといった顕著な特徴を

有する。また、イラク及びアフガニスタンに見

られるように、反乱組織へと発展することでイ

ギリスとその権益に従来と異なる、そしてより

広範な脅威を与えるようになっている。

　合同テロリズム分析センター
（注40）

は、現在のイギ

リスに対するテロの脅威レベルを5段階評価で

2番目に高い「深刻（severe、攻撃の可能性が高

い）」と評価している。2006年以降評価が「深刻」

を下回ったことはなく、2006年8月、2007年6

月には最も高い「危機的（critical、攻撃間近）」

と評価された
（注41）

。

第5節　戦略的要因

　現代の国際テロが台頭する要因として、個人

又は事件が挙げられることが多いが、より長期

的かつ深層的な要因を探る方が有効である。次

の4つが挙げられる。

(1) 未解決の地域的紛争及び対立（特にパレス

ティナ、アフガニスタン、ボスニア、チェチェ

ン、レバノン、カシミール及びイラク）並び

に失敗した、又は脆弱な国家（統治能力が崩

壊又は低下し、行政、治安維持等の機能を果

たせなくなった国家）。テロ組織は紛争及び

対立によって生じる不満や怒りの受け皿とな

り、失敗国家の民生機能を代行することで台

頭する。また失敗国家はテロ組織の反乱組織

への脱皮を促す土壌でもある。

(2) イスラム圏が西側諸国の攻撃下にあり、圏

内の国家を西側によって支えられる背教者と

位置づけ、暴力活動をイスラム教徒すべての

義務である聖戦と主張するアルカイダの暴力

的過激派思想。

(3) テロリストのプロパガンダ、通信、作戦活

動を容易とする現代技術

(4) 過激化（Radicalisation）―すなわち、人々が

暴力的過激派思想を支持し、テロリスト集団

に参加する過程。この要因（外交政策の受け

取り方を含む）は国、組織によって異なる。

イギリスでは、イギリスの外交政策（アフガ

ニスタン、イラクへの攻撃参加）に加え、不

平等、人種差別等による社会への帰属意識の

脆弱化、拒絶感等が過激化の土壌となってい

る。
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　なお、過激化については、過去2～ 3年の間、

イスラム圏全体の世論調査でアルカイダ、ビ

ン＝ラーディン及び自爆テロに対する支持が減

少する傾向が報告されているが、アルカイダの

掲げる政治的目標についての支持率は高い（イ

スラム圏からの米軍撤退74%、シャリア法導入

71%、カリフ制国家の樹立65%）。

　過激化については、以下の3点を特に考慮す

る必要がある。

・アルカイダの思想を支持する者の中で、実際

にテロに参加する者は少数であるが、テロ組

織が人員を獲得し、生き残る上で支持層の存

在が必要不可欠であること。

・テロリスト及び彼らの政治目標への支持が、

イスラム圏の国における取締活動の足枷にな

ること。

・過激化が法執行及び情報機関へのテロリスト

の影響力浸透を招き、その完全性を損ないか

ねないこと。

第6節　将来的展望

　国際的テロリズムを支える次の要因は、今後

も持続すると想定される。

・テロリスト組織によって利用される紛争及び

対立の多くは、短期的に解決される見込みが

なく、気候変動、人口増加とそれに伴う資源

への圧迫、経済危機等により国家破綻の危険

が増加すること。これらは先進国内の移民共

同体に影響を与え、過激化の危険を増大させ

る。

・技術の進歩は情報伝達、予備調査、武器作製

情報の頒布等でテロリストを利することとな

る。

・イスラム圏のある程度の人々が、アルカイ

ダの政治的目標を支持し続けること。ただし

実際の作戦活動を支持する者はより少数であ

る。

・少数ながらテロの脅威を飛躍的に増大しうる

国家的支援者が存在する。

　一方、国際テロを封じ込める要因として、次

のものが想定される。

・多国籍の警察活動及び軍事活動による経験豊

かな構成員喪失

・失敗した又は脆弱な国家における改革と再生

による拠点喪失。特にパキスタンの連邦直轄

部族地域における有効な統治はアルカイダの

活動に混乱を生じさせることとなる。

・資金調達への妨害。アルカイダ中核組織構成

員の士気と忠誠は、給金と戦死者の遺族に対

するものも含めた支援に依存している。

・アルカイダの思想が世界中の多くのイスラム

教徒に、特にイギリスではほとんどのイスラ

ム教徒に拒絶されていること。またアルカイ

ダの思想が正統のイスラム神学に基く反論に

対して脆いこと。

・イスラム教徒をも巻き込んだ無差別テロが民

衆の支持を失わせ、政府転覆と政策変更をも

たらすための民衆運動を作り出すことに失敗

していること。

　こうした背景を踏まえて、これから3年間の

テロの脅威は次のようなものになると想定され

る。

・国際的圧力が維持され続ければ、アルカイダ

中核組織は分裂し、現在の態様で持続するこ

とは困難となる。

・パキスタンの連邦直轄地域の安定、治安、繁

栄が、アルカイダとパキスタンの未来、ア

フガニスタンの反乱などに決定的影響を及ぼ

す。

・アルカイダと提携する組織は、独立性を強め、

アフガニスタン、イラク、イエメン、ソマリ

ア等の、追跡が困難な失敗した又は脆弱な国

家に引き寄せられる。

・小さな組織でも容易に新技術を入手し、危険
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な攻撃を実行する能力を有する。

・アルカイダに関連する思想は、その組織機構

が変化しても生命力を保持し続ける。

・既に暴力的過激派思想を支持している者を説

得することは困難だが、国際社会が不満等か

ら過激化する者を説得することはまだ可能で

ある。これをどこまで足並みを揃えて行える

かが、将来的なテロの脅威に大きな影響を及

ぼす。

・アルカイダの機構変化に伴い、イギリスに対

する、又はイギリス内のテロの脅威は小規模

の自発的に立ち上がった集団に細分化されて

いく。

・テロリズムを持続させる思想に対しては、ム

スリム・コミュニティを含めた社会全体で反

駁し、イギリス国内での活動を阻害する。

　喫緊の脅威と根本要因双方に対応した一貫し

た対テロ戦略こそが、イギリス及びイギリスの

海外権益へのテロを無効化しうる。しかし、課

題は山積みである。

第2部　CONTEST戦略

　この部においては、戦略を統括する原則、及

び戦略を構成する「防止」、「追跡」、「防護」、「準

備」の4本の柱及び懸案とされる化学・生物・

放射性物質・核・爆発物（Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear and Explosive. 以 下、

「CBRNE」という。）物質への対応について説明

する。

第7節　 国際テロリズムに対抗するイギリスの

戦略

CONTESTの目標：

　イギリス及びその海外権益に対する国際テロ

リズムの危険を減少させ、人々が自由に安心し

て外出できるようにすること。

CONTESTの原則：

・人権の擁護、法の支配、正統かつ責任の所在

が明確な政府、正義、自由、寛容及びすべて

の者の機会の平等をテロリズム対策活動の中

心となる価値観として置く。

・テロ攻撃を行う者に対しては、刑事司法制度

に基く訴追をもって応え、捜査には安全保障

及び情報機関の支援を受けた警察が当たる。

・対テロ戦略はテロの症状だけでなく病根の排

除に取り組む必要があることを認める。後者

に抗するには法執行、安全保障、軍事の作戦

では不充分であり、紛争と不安定、思想、技

術及び過激化に焦点を当てる必要がある。

・テロリズム及び暴力的過激派思想に対する支

持を減らし、人々がテロリスト化することを

防ぐことが必要不可欠である。民衆の支持を

得ないテロは持続することができない。

・テロリストが求める新技術、特にCBRNE、

攻撃方法、攻撃目標の変化等に対応すること。

・CONTESTの成功はイギリス政府単独で達成

できるものではなく、国内においては警察、

政府機関、分権政府に限らず、共同体、産業

界、学会の協力が、国外においてはテロの脅

威が国際的なものであるがゆえに国際協力が

不可欠であること。

戦略の枠組み：

　2009年時点において、本戦略は次の4本の柱

（workstreams）を中心に組織化されている。

・「追跡」（Pursue）：テロリストの攻撃を阻止す

ること。

・「防止（Prevent）」：人々がテロリストになっ

たり、暴力的過激派思想を支持したりするこ

とを防ぐこと。

・「防護（Protect）」：テロリストの攻撃に対す

る防御を固めること。

・「準備（Prepare）」：攻撃が防げなかった場合

に、その被害を最小限にとどめること。
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　それぞれの柱には、将来的な脅威の予測と戦

略の原則を踏まえた目標が掲げられており、特

にCBRNEの脅威が共通の課題として重視され

ている。これらの詳細は後述する。

　また、先述したようにテロリズムが変容した

形態としての反乱活動への対策もCONTESTの

一部であり、イラク及びアフガニスタンにおい

て、国防省及び外務省が地元政府と連携し、イ

ギリス軍が大きな役割を果たす形で遂行されて

いる。これらの反乱活動対策も、国家安全保障

上の措置として位置づけられる。

責任の所在：

　2007年3月、首相は国内外のテロの脅威に対

する安全保障の責任を、すべて内相に委ねること

とし、これを支援するために内務省内に安全保

障及び対テロリズム局（Office for Security and 

Counter-Terrorism、以下「OSCT」という。）を設置

した。OSCTはCONTESTの管轄、情報部に対

する監督等の業務を担い、内相に対して説明責

任を負う。つまりCONTESTについては、内相が

責任大臣であり、OSCT局長が上級管理責任者
（注42）

となる。

第8節 　「追跡」：テロリストの攻撃の防止

 　　　警察及び情報機関の役割：

　テロ攻撃の防止は最も緊急性の高い課題であ

り、情報機関の果たす役割が大きい。2001年

から2008年の間に、情報部は2倍に増員され、

2011年までにはその要員の内25%をロンドンの

本部以外に配置することで地方自治体レベルで

の情報収集活動強化を図っている。また、政府

通信本部のテロ対策部門も著しく拡充され、諜

報部の海外におけるテロリズム対策活動にも追

加予算が計上された。加えて合同テロリズム分

析センターは2003年の創設から2006年までの

間に60%増員された。

　警察も、2006年以降テロリズム対策活動の

人員を70%増やしている。ロンドンでは警視庁

公安課と対テロリズム課を統合して対テロリ

ズム隊（Counter-Terrorism Command）が、マン

チェスター、リーズ、バーミンガムといった

都市圏の警察隊で捜査の実働を担う対テロ部

（Counter-Terrorism Unit）が編成され、これら

対テロ調査実働部隊を支援するための対テロ情

報部（Counter-Terrorism Intelligence Units）がイ

ングランドの東ミッドランド、東部、南東、南

西の各地域及びウェールズに設置されている。

さらに海外の警察及びイギリスの公館に対テ

ロリズム及び過激派担当連絡調整官（Counter-

Terrorism and Extremism Liaison Officers）を配置

し、連絡調整を行っている。

テロリズム対策活動の成果：

　イギリスの当局は2001年から2008年3月31

日までに1,450件のテロに関連した検挙を行い、

その内3分の1について訴追したが、テロに関

連した訴追は訴追全体の4分の3であり、有罪

宣告に至ったのはさらにその過半数（200件以

上）である。逮捕の内10分の1は、正規の刑事

司法手続以外の手段（下記参照）で対応した。

・入国拒否（Exclusion）⇒内相は、欧州経済領

域外出身の、好ましくないと判断した外国人

に当該措置を適用する権限を有する。2005年

7月から2008年末までに153人が国家安全保

障、87人が好ましくない行為を理由に入国拒

否された。

・市民権剥奪（Deprivation of citizenship）⇒内相

は、無国籍者を作り出さない、又は国籍が

不法手段で獲得されたと判断したとき、公益

のため市民権剥奪を行う権限を有する。[筆

者注：これは2006年移民、庇護及び国籍法

（Immigration, Asylum and Nationality Act 2006 

(c. 13)）第56条に基く規定である。]

・退去強制（Deportation）⇒イギリスに居住し、

テロ活動を行う外国籍者は少なくない。しか
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しながら、彼らは多くの場合、人権侵害が強

く疑われる国の出身であり、退去強制を行う

ことは欧州人権条約第3条に抵触することが

懸案となっていた。そこで2004年以降、ア

ルジェリア、エチオピア、ヨルダン、レバノン、

リビア等と退去強制された者の人権を守るた

めの覚書を取り交わしている。2008年までに

8人がアルジェリアに退去強制されている。

・管理命令（Control order）⇒2005年テロリズム

防止法（Prevention of Terrorism Act 2005 (c.2)）

に基いて導入された、訴追及び国外退去が難

しいテロ容疑者に対し、様々な行動制限（自

宅軟禁も可能）を課する措置。退去強制の措

置と異なり、イギリス国籍者にも適用可能で

ある。2008年12月10日時点で、40人が管理

命令下に置かれている。

・テロ組織としての指定⇒内相は2000年テロ

リズム法に基きテロ組織を指定する権限を有

する。2006年テロリズム法
（注43）

による改正に基

き、テロを賛美する（glorify）組織も同様にテ

ロ組織として指定することが可能となった。

2009年3月時点で59の組織が指定されてい

る。

・資産凍結⇒テロ活動は相応の支出を伴う事

業であり、9.11事件の費用は50万ドル、7.7

事件は8,000ポンドと見積もられる。2007年

10月、財務省は経済制裁対象国、テロ組織

等の資産凍結を管轄する資産凍結部
（注44）

（Asset 

Freezing Unit）を設置し、この分野の強化を

図っている。2008年9月時点で、252件67万

ポンドの資産がイギリス国内で凍結されてい

る。

法制度：

　対テロリズム法制は2000年テロリズム法を

中心として、その後以下の新しい規定を組み込

む形で拡充されている。

・2001年反テロリズム、犯罪及び安全保障法

（Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 

(c.24)）に基く資産凍結に関る権限強化、外国

籍テロ容疑者の国外退去を目的とした拘束の

導入

・上述した2005年テロリズム防止法に基く管

理命令

・2006年テロリズム法に基くテロ行為の準備、

テロリスト訓練場への参加、テロリズム奨励

及びテロリスト刊行物配布の禁止並びにテロ

容疑者拘留期間の28日への延長

・2008年対テロリズム法に基く次の規定

(a) 資産凍結の手続きにおいて傍受資料を使

用可能とする。

(b) テロ容疑者の訴追後の尋問を可能とす

る。

(c) 捜査中における文書の押収を可能とす

る。

(d) 管理命令対象者の家宅への立入り、捜査

及び当該の者からのDNA、指紋の採取を

可能とする。

(e) テロリストに対する罰則を強化し、テロ

活動に使われた資産の押収を命じる権限を

裁判所に付与する。

(f) 　刑期を終えたテロリストに対し、旅行制

限及び名前・住所の変更を警察に報告する

義務を課する。

「追跡」の将来的課題：

・アルカイダと提携する組織、アルカイダに影

響を受けて生まれてきた組織の計画と活動に

おける分権化された性格、多国籍ネットワー

クを組む傾向に鑑み、情報収集範囲の拡大が

必要となる。

・イギリスの本土及び海外権益を守るために

は、海外での情報収集及び妨害が重要であり、

国際協力が必須となる。

・失敗した又は脆弱な国家に移動したテロ組織

に対しては、上記の対応は有効となりえない。
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・「追跡」に関る活動に当たっては、「防止」に関

る活動とのバランス・相互補完が必要となる。

具体的には「追跡」のための取締り等によっ

て、特に大きな影響を受ける［筆者注：イス

ラム教徒の］共同体で過激化が進行しないよ

うにすること、過激化を目論む者に対して「追

跡」を行うこと等である。

・緊急性が高く、必ずしも信頼度が高くない情

報に基いて行われるテロ捜査には、失敗や容

疑段階での長期拘留が不可避である。これを

継続するためには、テロの危険を知らしめ、

公共の支持を得る必要があるが、これについ

ても、情報共有の利点とテロリストに入手情

報を知られることの不利益のバランスを考慮

する必要がある。

第9節  「防止」：人々がテロリストになること、暴

力的過激派思想を支持することを防ぐ

　テロの危険を減らすためには、攻撃を防ぐ

（上記の「追跡」）だけでなく、人々が暴力的過

激派思想、テロリズムを支持し、ひいてはテロ

リストになる過程、すわなち「過激化」への対

応が重要となる。2003年にCONTESTの初版が

策定された時、イギリスをはじめ多くの国のテ

ロ対策は捜査（＝「追跡」）に傾注していた。「防

止」の分野は、CONTESTの4本柱の中で最も未

発達であり、ムスリム・コミュニティに対す

る働きかけは2001年夏に北イングランドで発

生した暴動事件を踏まえた、社会結合（social 

cohesion）と信仰間の対話を向上させるものに

とどまっていた。

　しかし2005年の7.7事件が発生し、イギリス

国籍を有するイスラム教徒がテロを行ったこと

が発覚すると、内務省はムスリム・コミュニティ

と協議を行い、次のような施策を実行に移した。

・共同体・地方政府省（Department for Communities 

and Local Government）が主導し、600万ポンド

を投入して2006年10月から開始した暴力的

過激派思想防止パスファインダー。135の優

先対象とされる地方自治体において、市民的

リーダーシップ（地元の共同体における指導

者）を育成し、宗教指導者及び宗教機関の役

割を強化することを目的とする。

・外務省及び共同体・地方政府省が資金援助す

るラディカル・ミドル・ウェイ
（注45）

の公演

・イギリスをイスラム圏外におけるイスラム学

の中核研究拠点とする試み。

・MINAB
（注46）

との提携によるモスクによる過激派

規制の基準強化

・内務省による全国共同体安全計画
（注47）

の一環とし

て過激派思想防止を取り上げる。

・大学に過激派思想対策の指導を行う。

・服役中、又は釈放された暴力的過激派の危険

性を管理するため、犯罪者管理局
（注48）

及び関係機

関の情報収集・共有等の機能を強化する。

現行の「防止」戦略：

　2007年、OSCTは他の政府省庁、分権政府と

協力し、「防止」戦略の改訂を行った。この改訂

は、イギリス及びその他の国で過激化が進行す

る要因についての理解が深化したことを踏まえ

て行われた。過激化の要因には、次のようなも

のが挙げられる。

(a) 宗教の解釈、歴史観、現代の政治（例えば

イラク戦争）を引き合いにだし、テロリズム

を正当化する説得力のある思想があること。

(b) 上記の思想を拡大し、支持者を援助する個

人又は社会的ネットワークが存在すること。

多くの場合、国内で公に活動しており、メディ

アを巧みに利用する。

(c) アイデンティティ、信仰、満たされない野

心、移民、出身地からの移動等の理由で、暴

力的過激派思想のメッセージを受容し易い者

達がいること。

(d) 脆弱な共同体において、上記の思想の浸透

に対する抵抗力が欠けている（場合によって
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は暗黙の支持がある）こと。

(e) 実際の、又は思い込みによるとにかかわら

ず、国レベル（例：イギリスの外交政策がイ

スラム教に対して敵対的である）又は実生活

レベルにおける（例：人種差別、不平等、犯罪、

移民等の）不満が存在すること。また、「追跡」

のための施策が暴力を支持する者達によって

利用され、間接的な過激化要因となることも

認識されている。

　現在イギリス政府は、上記 (a)～ (e)の要因

について、50を超えるプログラムを打ち出し、

2008年度だけで1億4000万ポンド（約221億円）

を投じている。主なプログラムは、次のような

ものである。

(a) 暴力的過激派思想の背後にある思想に対し

て反駁し、主流派の声を支持する

・ イスラム教学者、信仰グループ等の影響力

を有するものと共同で、暴力的過激派思想

を支持する思想に反駁し、より建設的な思

想を支持する。特に、より広範なイスラム

教の教育に出資し、モスクの学校において

市民性教育を展開することを重視する。

・ 研究・情報及び通信部（以下、RICU）
（注49）

及び

これを支援する省庁が暴力的過激派思想の

背後にある思想に対して反駁するための助

言を与えること。

・ 外務省及びRICUはまた、過激化を阻止す

るための神学上の明確かつ権威ある助言

を、ネット上に目立つ形で、様々な言語で

アクセス可能とする計画を遂行している。

・ イノベーション・大学・技能省は、イ

ングランド高等教育財政審議会（以下、

「HEFCE」という。）
（注50）

、各大学と協力して、

これまで存在したイスラム教学の授業及び

研究の格差を是正する。HEFCEはこの事

業のために100万ポンドを準備中。

・ 共同体・地方政府省は、大学がイスラムの

学者、指導者等と提携して、イギリスにお

けるイスラム教をイギリスの状況にあわせ

たものとするプロジェクトを推進。

・ 共同体・地方政府省及び児童・学校・家庭

省は、イスラム市民教育プロジェクト（Islam 

Citizenship Education Project）により、モス

クの学校における市民性教育を展開する。

・ 児童・学校・家庭省は2008年10月に、イ

ングランドにおけるすべての初等及び中等

学校を対象として、児童が過激化の影響を

受けないようにするための授業や生徒指導

の実務手引
（注51）

を作成。

・ ウェールズ行政庁（Welsh Assembly Government）

及び南ウェールズ警察は、過激派思想に対

抗するための教育プログラムを、義務教育

10年目の生徒を対象とした個人と社会教

育の授業の一環として試行している。

・ 先述した外務省及び共同体・地方政府省に

よるラディカル・ミドル・ウェイを継続支

援する。

・ 犯罪者管理局においては、イスラム教の

宗教儀式係及び第一線職員の訓練を推進す

る。

(b) 暴力的過激派思想を流布する者達を妨害

し、彼らの活動する地域に支援を与える。

・ 暴力的過激派の思想は、それを積極的に流

布する者が存在し、その者（達）がモスク、

教育機関、クラブ、監獄等の共同体内に存

在する場を利用することで広がる。共同体

と連携し、テロの賛美を犯罪とする2006年

テロリズム法等の法的措置を利用すること

でこれらの活動を妨害する。

・ イノベーション・大学・技能省は、高等

教育及び継続教育の機関が学内の過激化を

抑えるための指導書をそれぞれ公表し、優

先度の高い機関
（注52）

における実施を計画してい
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る。

・ 犯罪者管理局の将来計画として、監獄内

における有効な諜報インフラ整備を行わせ

る。

・ 公共サービス機関のすべての宗教儀式係に

ついて、共同体・地方政府省が基準及び採

用の枠組みの整備を支援する。

・ OSCTは業界との提携により、インター

ネット上の違法なコンテンツへのアクセス

を制限する。2006年テロリズム法第3条は、

通知によりテロを奨励するコンテンツの削

除を命じる権限を定めているが、業界との

連絡がスムーズに機能しているため、通知

が発せられたことはない。

・ 英国国境庁は2008年10月28日から、 先述

した許容できない行為に基く退去を容易化

し、当該の者に関する情報開示導入を可能

としている。

(c) 勧誘に対して脆弱な者、又は既に暴力的過

激派思想に取り込まれた者への支援を伴う。

・ 2年で700万ポンドを投資して、少年司法

委員会が実施する、若年犯罪者及び潜在的

犯罪者の過激化を防ぐプロジェクトを実施

させ、委員会の実務担当者に必要な訓練を

施す。

・ 自治体と警察が主導し、地域ぐるみで若

年層の過激化の兆候を監視し、必要に応

じて指導や相談を行うことで過激化進行

を防ぐチャンネル・プロジェクト
（注53）

（Channel 

Project）が実施される地域を、現在の11か

らさらに15に増やす。

・ 児童・学校・家庭省は、学校職員が保護義

務の一環として過激化に対して脆弱とみら

れる生徒を支援することを推奨する教材を

発表する。

・ 現在議会で審議中の国境、市民権及び移民

法（Borders, Citizenship and Immigration Bill）

 により導入される、「勝ち取る市民権（earned 

 citizenship）」
（注54）

により移民のイギリス社会へ

の統合を推進する。

(d) 共同体の暴力的過激派思想に対する抵抗力

を増大させる

・ 共同体・地方政府省は、地方自治体が実行

する暴力的過激派思想防止戦略のための資

金提供を継続する（3年で4500万ポンド）。

これは自治体にとっての中核事業であり、

指導、訓練、教育、スポーツ、文化、ボラ

ンティア等の広範な分野の活動を支援し、

政治と神学の討議の場を設けることに使わ

れる。

・ 2008年度において、共同体・地方政府省

は30を超える暴力的過激派思想防止リー

ダーシップ基金を通じて、共同体及びイス

ラム教徒の女性、青少年、信仰上の指導者

等の重要団体の機能を向上させるためのプ

ロジェクトに資金提供を行っており、これ

を2010年度まで継続する予定である。

・ 青少年及び女性のイスラム教徒による諮問

グループをそれぞれ設置した。

・ 共同体・地方政府省はイスラム教の信仰上

の指導者を訓練する様々なプログラムを支

援し、これら訓練についての地域レベルで

の審査を2009年内に報告させる。

(e) 不満への対応を行う

 　実生活レベルの不満に対しては、政府は既

に様々な政策を実行しているが、国レベルで

の不満は、多くの場合誤解に基くものである。

政府はその政策を説明し、理解を求め、テロ

支援者による主張に対する反駁を加えること

を計画している。

 　なお、テロを直接的に支援しないまで

も、法律遵守、民主主義への参加、公平と

公正といった「共有されるべき価値観（shared 
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value）」、そして国内の異なる民族、信仰又

は文化の共同体間における強固で前向きな

関係を意味する「共同体の結合（community 

cohesion）」を否定する言論はテロを生み出す

土壌であると位置づけられる。これを法律で

禁止する意図はないが、必要に応じて反論す

ることが必要である。

・ 警察は、幹部向けにテロ関連任務執行時に

生じうる共同体の不満に対処するための指

導書を公表した。

・ 対テロ作戦の机上演習「オペレーション・

ニコール」にイスラム教徒と警察官が参加

することを通じて、前者に警察のとる行動

の理由付け、その正当性を周知する。

・ 「追跡」のために必要であるが、一部共同体

から不満の出ている警察権限（例えば2000

年テロリズム法第44条に基く恣意的な職

務質問と身体検査等）について、協議を行

い、その結果を警察の実務要綱に取り入れ

る。

・ これまで長期的に運用されてきた不平等対

策の政策と「防止」のための政策について、

その関連性を調査する。

・ 共同体・地方政府省は他の省庁と連携して

人種、信仰等に基く教育、保険、住宅、労

働市場等における不平等を緩和することに

努める。

・ 外務省は「防止」の対策を必要とする国に

おいて、8700万ポンドの資金を投じて当

該国における過激化への抵抗力を向上させ

る。

・ 国際開発省の援助プログラムを、対象国に

関連した共同体と協議することで需要を踏

まえたものとし、またその意義をアピール

することで不満要素の除去に努める。例え

ば、2008年に施行されたパキスタン向け貧

困対策であるパキスタン・カントリー・プ

ランは、ロンドン、バーミンガム、ブラッ

ドフォード等パキスタン系住民の多い地域

におけるイベントとして当該共同体の指導

者、議員、NGOを巻き込む形で開始された。

ソマリア、バングラディッシュ向けのプラ

ンも同様の形で行う予定である。

「防止」の将来的課題：

・国内外の過激化要因について更なる理解を深

めること。

・「防止」戦略は世界的に見ても新しいもので

あり、特に過激化に対して影響を受けやすい

個人の認定と防護のための国際的な最良の実

施慣行を確立すること。

・政府省庁、情報及び諜報の機関並びに警察は

「防止」戦略の目的すべてに取り組み、「追跡」

目的の作戦と両立させること。

・テロの脅威に対する共通認識を、警察とムス

リム・コミュニティの間で共有すること。

・ムスリム・コミュニティの中には、「防止」が

イスラム教とテロリズムを同一視させる結果

を生むとの懸念がある。政府はこの見解に与

するものではないが、こういった懸念を踏ま

えてコミュニケーションを心がけること。

・「追跡」と「防止」がお互いを損なわないよう

にすること。

・「防止」戦略は他国政府又は国際的な協力が

必須なものであること。他国のテロリズム対

策の過激化を促し、未解決の紛争がイギリス

における「防止」戦略を簡単に覆す可能性も

ある。パキスタン、バングラディッシュ、北

アフリカの情勢は、それぞれの移民共同体に

大きな影響を及ぼしうる。

第10節　「防護」：攻撃に対する防御力の向上 

　「防護」とは、イギリス及びその海外権益の

テロ攻撃に対する脆弱性を減らすことと位置づ

けられる。ここでは、次のものが重点事項とし

て位置づけられる。
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(a) 重要国家基盤（critical national infrastructure）

の防護

(b) 人の多い場所の防護

(c) 交通機関の防護

(d) 国境管理の強化

(e) 人員の安全保障（personnel security）

　以下に、各事項における現行の「防護」策を

紹介する。

(a) 重要国家基盤

 　通信、緊急サービス、エネルギー、金融、

食糧、医療、交通及び水道の9分野がこれに

該当する。政府機関が各基盤の業者と連携し、

国家基盤防護センター
（注55）

の支援を受ける形で安

全策を図っている。

(b) 人の多い場所

・ 政府と全国対テロリズム安全保障局
（注56）

は、国

内のすべての危険と想定される人が多い場

所を、全国、地域、地方自治体レベルで把

握できるようにするための新しい基準の枠

組みを策定中である。

・ 建築関係者に、人が多い場所における大規

模建築を手掛けるにあたって、テロ攻撃の

リスクを考慮に入れることを奨励する。

・ 2002年に警察の一機関として設置された

全国対テロリズム安全保障局が、対テロ

リズム安全保障アドバイザーを通じて、

500のスポーツスタジアム、600を超える

ショッピングセンター、1万を超える繁華

街のバーやナイトクラブに指導を行った。

また、2007年1月から対テロリズム安全保

障アドバイザーが全国の都市や町の中心街

において、テロから自分と顧客を守るため

の模擬訓練を事業所向けに行っている。

(c) 交通機関

・ 交通省は業界及び警察の関係者との協議を

踏まえ、2008年12月18日に警察活動及び

犯罪法案
（注57）

を提出した（2009年5月31日現在

審議中）。同法案第7部は、空港責任者及

び地域を管轄する警察本部長の代理人等か

ら構成されるリスク諮問委員会を設置し、

空港に対するリスクを見積ったリスク登録

簿を作成し、空港における警察の役割を明

確化にした上でリスク対策に空港側が支払

う金額を決定させることを規定する。

・ 交通省は、 交通部門における安全保障上の

責任を負う人員の選定に当たって、既存の

テロ関係のバックグラウンド・チェックに

加えて、海外における犯罪歴のチェックも

行うことを検討している
（注58）

。

(d) 国境管理

 　既に ID制度
（注59）

及びe-Borders
（注60）

等により国境管

理の強化が図られており、特に後者に関して

は2010年末までに95%を超える乗客及び乗員

の移動が把握できるようになると期待されて

いる。

 　現在実行又は予定されている他の主要な施

策には、次のようなものがある。

・ すべての査証申請に対してテロ関係のバッ

クグラウンド・チェックを行うことを予定。

・ 2004年から空港及び港湾に、放射性物質探

知機を設置し、同物質の違法な移動を監視

するシクラメン・プログラムを施行した。

・ 英国国境庁における、庇護、移民、市民権

等に関る手続きの中で、テロに関連する人

物を発見・通報する機能を強化中。

・ 欧州連合内北部の隣国との間で、出入国

先が主にイギリスとなっている当該国の空

港・港湾等において、イギリス警察が当該

国の対テロ権限を代行できるようにする枠

組みを、当該国との間で計画している。

・ 国内の航空及び海運による移動、又は国際
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航空による移動に先立ち、乗客情報を収集

する権限を警察に与えることを検討中。国

内移動に関する権限は既に2006年警察及

び司法法（Police and Justice Act 2006 (c.48)）

第14条に規定されており、公開協議を経

て従位立法による施行を待っている状態で

ある。

(e) 人員の安全保障

 　人員の安全保障とは、ある機関の人員が当

該機関の資産・敷地へのアクセス権を、テロ

を含む様々な犯罪に利用するのを防ぐことで

ある。(c)で先述した交通部門の安全保障関

係者に対するチェックもその対策の一環であ

る。

 　現在実行又は予定されている主要な施策に

は、次のようなものがある。

・ 上述した交通部門における安全保障関係者

に対するチェックが、国家基盤の他分野に

も適用できるかを検討中。

・ 国家基盤に関る機関に対する、人員の安全

保障に対する意識を向上させ、その基準を

向上させるための訓練及び助言の提供を継

続する。

「防護」の将来的展望：

　本報告書の第1部は、科学技術がテロリスト

を利することになると論じた。「防護」戦略の課

題は、これらに対応することであり、進化する

脅威に対して必要な研究・技術について、業界

をはじめとする関係者との連携を向上させる必

要がある。

　その他にも次の課題が挙げられる。

・サイバーテロは、現在はそれほど大きな脅威

とみなされていないが、将来的にこれが変化

する可能性もあり、監視とリスク分析を継続

する。

・経済状況がさらに悪化した場合、民間部門か

らの安全保障策のための投資を維持させるこ

とが必要となる。これは事業の運営、計画を

行う者、建築の事業、計画を行う者に、テロ

に対する脆弱性を取り除くことの動機づけと

なりうる。

・国境管理と個人データ保護の間で適切なバラ

ンスを維持する必要がある。いかに国境の安

全保障に関る機関のリソースをリスクとなる

少数の者に振り向け、大多数の乗客に与える

影響を最低限にとどめるかが、これから10

年間の課題となる。

第11節　「準備」：攻撃の影響を軽減する 

　「準備」とは、テロリストによる攻撃を防ぎ

きれなかった場合、その影響を軽減することと

位置づけられる。

　政府は2004年から自然災害、大規模事故を

含めた緊急事態における回復力（resilience）を強

化するため、内閣府に民間緊急事態事務局（Civil 

Contingency Secretariat、以下「CCS」という。）

を設置し、2004年民間緊急事態法
（注61）

を制定する等

の施策を実行に移してきたが、CONTESTにお

ける「準備」戦略は、これに一部含まれる形で

発展してきた。

「準備」は次の4原則により統括される。

・危機管理部局（emergency services）に、テロ

攻撃の最中及びその後に効果的対応をとる機

能を持たせること。

・重要国家基盤がテロ攻撃後も必要不可欠な

サービスを提供できるか、なるべく早期に混

乱から回復できるようにすること。

・中央、地域、地方自治体の危機管理構造に十

分な装備、機能、訓練が与えられていること。

・国家的リスク評価
（注62）

で指摘された最高レベルの

テロのリスクに対応する機能を備え、計画を

立てること。

　以下に、現行の「準備」に関る政策の主なも
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のを紹介する。

　CCSは次のことを行う。

・緊急事態対応者
（注63）

によるテロ攻撃による死傷者

への対応機能を向上させ、地方自治体レベル

で複数機関を統合した復旧期間の計画を準備

させ、人々を避難させ、別の場所に収容する

機能を向上させる。

・今後2年以内に、化学、生物、放射性物質、

核（CBRN）の攻撃に対する準備プログラムを

策定し、CBRN攻撃に対する対応を向上させ

るために全国の複数機関を統合した18のセ

ンターを設置する。

・緊急事態対応者専用の固定及び携帯電話の特

別通信システム及びインターネットによる計

画・危機管理ツールを備えた全国回復力ネッ

トの構築を継続する。

・共同体の回復力に対する概念を醸成し、村、

区、団地等のレベルで自然災害、テロに対応

する計画を用意させる。このレベルのグルー

プやネットワークは、災害時に特に脆弱な住

民、利用できる交通機関や設備、応急処置の

できる者等を知ることができる。

・2009年に2004年民間緊急事態法向上プログ

ラムに着手し、2004年以降の現状に即して改

正する必要があるか、統合した危機管理の他

分野を含めるため法律の適用範囲を拡大する

か、他の法律や政策との整合性に問題はない

か等を検討する
（注64）

。

・地方自治体、地域、国家レベルでの後方支援

機能を強化し、2007年6月及び7月の洪水に

対するマイケル・ピット卿の審査報告書
（注65）

で認

定された対応における欠落部分
（注66）

を埋める。こ

の機能は、テロ攻撃を含めた緊急事態すべて

に適用されるものである。

・一般電話回線が遮断された時の地方自治体、

地域、国家レベルの危機管理を調整するため

に高信頼性遠隔通信
（注67）

を開発し、2009年内に試

行運用を行う。

　OSCTは次のことを行う。

・全国対テロリズム演習プログラム
（注68）

が陸海空か

らのテロ攻撃を妨害できるか否か、再検討す

る。

・対テロリズム機能とその手続きが文民機関に

対する軍事的援助の既存手続きと一貫したも

のであるようにする
（注69）

。

・国家基盤防護センターとCCSは重要国家基

盤部門が、様々な災害にも対応した業務継続

プランを策定し、特に重要エネルギー施設に

おける通信を維持することを奨励かつ支援す

る。

　以下に、「準備」の将来的課題を紹介する。

・テロリストの戦術や技術の発展（特にCBRN

攻撃）に対応した緊急事態計画を策定するこ

と。

・他のCONTESTにおける柱と同様、地方自治

体及び地域レベルにおけるレジリエンス・

フォーラム
（注70）

、ウェールズのレジリエンス･

フォーラム、スコットランドの戦略調整グ

ループと連携し情報を共有し、国家的リスク

登録簿に集積
（注71）

すること。

・実際の経験、警察検査局 (Her Majesty's 

Inspectorate of Constabulary)の報告等から得

られる経験則をテロ攻撃に対する「準備」計

画に反映させること。

第12節　 化学・生物・放射性物質・核兵器及

び爆発物（CBRNE）

　本報告書は、化学・生物・放射性物質・核兵

器及び爆発物に関して、既述した「追跡」、「防

止」、「防護」の中で対応策が設けられているが、

その規模と複雑さに鑑み、OSCTが主導する独

立した柱として扱っている。

　当面の脅威はアルカイダである。民間人に対
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するCBRN兵器の攻撃を標榜し、かつこれら兵

器の入手を実際に試みた国際組織はアルカイダ

が初めてである。さらに、以下の理由により、

テロリストがCBRN兵器を入手する可能性は高

まっている。

・ソ連崩壊後、放射性物質兵器に転用できる物

質の不正流通が激増していること（1993年以

降1,300件）。

・インターネット上で、CBRN装置に関する技

術が広く流布していること。

・CBRN物質は核エネルギー、医療及びバイオ

テクノロジー分野での合法的使用が簡単であ

り、これらの物質製造方法がテロリストに入

手される危険性を増加させてしまうこと。

　また、過去15年間の世界各地の紛争（特にア

フガニスタン及びイラク）を通じて、即席爆発

装置（Improvised Explosive Device）を簡易に作

成する技術は飛躍的に進展しており、これは

CBRNに比べて伝統的なテロの脅威であるとい

える。

　以下にCONTESTの各柱に基く対策を紹介す

る。

(a) 「防止」

 　大量の民間人殺害を正当化するアルカイダ

の思想を否定する。これの主体となるのは政

府ではなく共同体であり、加えてイスラム教

学者による理論闘争が重要な役割を果たす。

(b) 「防護」

・ 欧州及びその他各国と協力し、CBRNE物

質の流通の管理を強化し、テロリストによ

る入手を妨げる。

・ 「防護」の (d)国境管理で既述したシクラメ

ン・プログラムを施行した。

・ 合法的に業務用、国内用として利用される

物質がCBRNEに転用可能であることに鑑

み、全国対テロリズム安全保障局と国家基

盤防護センターが提携し、販売業者に新し

い顧客には身元チェックを強化し、不審な

行動を当局に報告することを奨励し、全国

2,000を超える危険物質の保存所への助言

を行った。

(b) 「準備」

 　OSCTは2001年から大都市及び交通の要所

における、次のようなモデル対応策プランを

準備することにより、分野横断的対策を指導

している。

・ CBRNを使ったテロ攻撃への複数機関を統

合した対応協定を結んだ。

・ CBRN事件に対応するため、7,000人以上の

警察官に必要な訓練を施し、装備を支給し

た。

・ 消防救助隊に汚染の大規模洗浄を管理し、

被害者の身元確認等の訓練を施すための施

設を設けた。

・ 化学・生物学的事故があった際の、事故の

種類に対する判断を向上させるため、全国

の研究所をネットワーク化した。

・ 各機関に助言又は指導を与えるため、政府

汚染浄化局を設置した。

　また、警察は全国対CBRN作戦対応プログラ

ムを2006年に策定し、CBRN対策の標準規則を

策定し、CBRN関係の助言を与えるための作戦

センターを設置し、必要な訓練を受けた警察官

を増やす（2010年までに1万人）等の事業を遂行

している。

　以下に、CBRNに関る主な将来的課題を紹介

する。

・CBRNの脅威がいかなる形で進化しているか

を把握することが何よりも重要である。その

ためには、業界と提携し、様々な分野におけ
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る研究を活用し、攻撃の影響を予測した上で

対応計画を立てる必要がある。これらを非公

開で再検討する。

・上記の非公開再検討に基き、全政府省庁、

CONTESTの全分野を横断した新しい戦略を

策定する。

第3部　CONTESTの実施

　この部においては、CONTESTの必要予算の

調達を含めた実施、その管理体制及び実施に当

たっての複数機関による協力体制について説明

する。

第13節　実施の管理

　CONTESTの監視は、閣僚レベルにおいては

国家安全保障、国際関係及び開発にかかる閣僚

委員会
（注72）

によって行われる。委員会は、首相及び

テロリズム対策活動を所掌する内相によって主

宰され、必要に応じて情報・諜報機関、警察及

び軍の首脳が参加する。

　なお、CONTESTに基くテロリズム対策活動

は、公務サービス協定（以下、「PSA」という。）

の対象となっている
（注73）

。このPSAは、PSA 26とい

う形で公表されている
（注74）

。PSA26の目標はイギリ

ス及びその海外権益に対する国際テロリズムの

脅威を減少させることであり、関連政府機関の

戦略目標、警察の業績管理枠組等に反映されて

いると説明されているが、具体的な達成協定、

業績基準等は非公開である。

　CONTESTの実施はOSCT局長が主宰する

CONTEST理事会によって監督される。理事会

には主要政府省庁、エージェンシー並びにス

コットランド及びウェールズの分権政府代表が

参加する。また、「防止」、「追跡」、「防護」、「準備」

という戦略の各柱について、個別の上級管理責

任者が任命され、理事会を主宰し、実施を監督

している。

　関連する部局の調整に関しては、内相が主

宰し、情報・諜報機関、警察、主要省庁及び

内閣府の高官が出席する週1回の安全保障会議

（Weekly Security Meeting）が現時点における危

険度及び必要な対応を討議する。

　2007年度の包括的歳出見直しにおいて、テロ

対策を含めた安全保障及び諜報予算が発表され

た。2008/09年の25億ポンドから、2010/11年

には35億ポンドに引き上げられる予定である。

第14節　実施における協力関係

　CONTESTの実施は、中央政府省庁以外にも

様々な関連機関の間で密接な協力関係を構築す

ることで遂行される。ここでは特に重要と思わ

れる地方自治体、分権政府、軍、民間部門等と

の協力関係について以下に説明する。

(a) 地方レベルにおける協力

 　地方自治体レベルにおける実施は、

CONTESTのあらゆる分野において重要であ

る。そのための枠組みが先述した地方自治

体及び地域レベルにおけるレジリエンス・

フォーラム
（注75）

であり、政府出張所
（注76）

、地方自治体、

警察、消防、保健、公益事業会社の代表が参

加している。地方レベルにおける実施は、特

に「防止」戦略において重要である。国家戦

略において全体の枠組み、目的等が定められ

るにしても、目的達成手段及び必要なプログ

ラムは地方毎の事情を踏まえなければならな

いからである。

(b) 分権政府

 　CONTESTはイギリス全体の戦略であり、

テロリズム対策活動はその権限を英国議会

が保持する留保事項である。しかし地方レベ

ルでの実施に関る機能は多くが分権されてお

り、中央政府と分権政府の協力は必須のもの

となっている。

 　特にこれが重要となるのはテロ事件の最中
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である。内相はスコットランド及びウェール

ズにおける事件に対して責任を有し、その一

方でそれぞれの分権政府は各領域において各

機関の活動を調整する責任を有する。加えて、

スコットランド政府閣僚は領域内の警察及び

犯罪捜査に責任を有している。

 　北アイルランドに関しては、警察及び司法

制度の運用は将来的に分権政府に委譲される

可能性のある留保事項（reserved matters）、安

全保障は英国議会が永久に保持する除外事

項（excepted matters）と位置づけられており、

警察と司法が分権された後は北アイルランド

担当相が同領域における安全保障に責任を有

することとなる。

 　スコットランド及び北アイルランドはそ

れぞれ警察権限を分権されているが、各領

域の警察隊の活動をテロリズム対策活動の

ため調整する役割は、全国対テロリズム上位

調整官（Senior National Coordinator Counter-

Terrorism）が担っている。

(c) 軍

 　国防省において軍隊担当大臣を歴任したア

ダム・イングラム下院議員が作成した、テロ

対策における軍の役割を検討した報告書
(注77）

は、

軍は海外活動に主眼を置くべきであり、国内

活動は緊急事態における隙間的（niche）役割

に限定すべきと結論づけている。

 　国防省はCONTESTの4本の柱について、

次のような役割を果たすことができる。

 「追跡」⇒イギリス軍によるイラク及びアフ

ガニスタンにおける反乱活動への対策とテロ

対策の関連性については、「7 国際テロリズム

に対抗するイギリスの戦略」で言及されてい

る。本来反乱対策はCONTESTの一部ではな

いが、これらの反乱にはアルカイダ等の国際

テロ組織が関与しており、それらの脅威を減

少させるための「追跡」に軍が従事すること

となる。

　国内においては、国防省はテロ攻撃を阻止す

る目的で、要請に応じて警察に援助を行う。

 「防止」⇒国防省は、他の政府省庁、民間機

関と共同で脆弱な又は失敗している国の安定

化を援助し、これらがテロリズムの根底要因、

テロリストの活動拠点となることを防いでい

る。また国防省は、テロ対策において特に重

要な国と軍事能力強化のためのプログラムに

数多く従事し、当該国におけるテロ対策の強

化を図っている。

 「防護」⇒潜在的なテロ攻撃の標的防護は警

察及び当該施設所有者の役割であるが、警察

からの要請に応じて国防省警察
（注78）

（Ministry of 

Defence Police）による支援を行う。

 「準備」⇒軍は2004年民間緊急事態法におい

て緊急事態対応者として指定されていない。

政府は軍を他の機関による対応を強化する

ために利用することを計画しており、特に

CBRNE攻撃に対応できる能力が重視されて

いる。この分野における能力を強化すべく、

国防省科学技術研究所（Defence Science and 

Technology Laboratories）にテロ対策センター

が新設されている。

(d) 民間

 　従来、政府と軍事、安全保障及び諜報に

関る科学技術を取り扱う業界は長い提携関

係を維持してきたが、現在のテロの脅威及び

CONTESTの策定を踏まえ、この関係がさら

に発展することとなった。

 　2007年3月、業界の2,000を超える企業が

加盟する安全保障及びレジリエンス産業納

入業者コミュニティ（Security and Resilience 
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Industry Suppliers' Community 、以下「RISC」

という。）が設置され、政府とのテロ対策上

の連絡窓口を務めることとなった。

 　RISCを通じて、戦略上重要な以下の5分野

における諮問委員会グループが設置されてい

る。

 ・CBRN

 ・重要国家基盤

 ・情報通信技術

 ・自爆犯の探知

 ・2012年ロンドン・オリンピックの安全保障

 　これらグループの目的は、政府が資金を拠

出する研究の利用、政府が求める仕様の開発、

民間投資の重点形成及び技術革新へのアクセ

ス等を向上させることである。

第4部　コミュニケーション

　この「コミュニケーション」とは、テロリズ

ムの脅威及び政府の立場・選択肢等に対する一

般公衆の理解を促進することに加え、テロリス

トのプロパガンダへの対抗策が含まれる。

第15節 コミュニケーション

　第7節におけるCONTESTの原則で言及した

ように、同戦略の成功には国内外における広い

協力体制が必要であり、そのためには直面する

脅威と政府による対応を正しく伝えることが重

要である。

　また、アルカイダ等のテロ組織がイギリスを

対象として行うプロパガンダへの対抗手段とし

てもコミュニケーションは重要である。これら

のテロ組織は、コミュニケーション技術を活用

することでかつてないほど多くの人間を対象に

思想伝播を試みており、これに反駁し、イギリ

スに対する脅威を減少させるには同じ手段を用

いるしかない。

　このような状況を踏まえ、2007年6月、政府

はOSCTの一部として研究・情報・コミュニケー

ション部（RICU）を設置した。RICUの目的は、

CONTEST実施の協力者に対テロリズム関連の

コミュニケーションについて助言し、暴力的過

激派思想の弱点を明らかにし、この思想の代わ

りとなるものを支持することで、テロリズムの

危険を減少させることである。

　そのためRICUは、政府の対テロリズム・コ

ミュニケーションの中心に位置し、政府、地方

自治体、警察等によるコミュニケーション戦略

を調整する役割を担っている。

　RICUの任務遂行に当たっては、以下 (a)～ (c)

の3点に留意する必要がある。

(a) 聴衆を理解すること

 　有効なコミュニケーションには、聴衆の

態度、年齢、場所、影響及びメディアとの接

触の度合いを理解する必要がある。RICUは、

対テロリズム関連のコミュニケーションにお

いて、誰を相手に、何を、どのようなチャン

ネルで、いかなる効果を狙って伝えるのかに

ついて、様々な専門家の意見を踏まえて判断

している。

 　海外においては、RICUと外務省が共同で

幾つかの事業を展開しており、海外の聴衆

に対する影響力図（influence map）を作成した

り、パキスタン政府と協力して同国本土及

びイギリスへの移住者の共同体への有効なコ

ミュニケーションを図る取組み等がなされて

いる。

(b) 言葉づかいの注意

 　政府が脅威及びその対応を語る言葉は正確

であると同時に歴史、文化、解釈に対して敏

感でなければならない。一つ間違えば、聴衆

の不満をさらに悪化させ、戦略を損なうこと

になるからである。

 　RICUが行った、在英ムスリム・コミュニ
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ティに対する言葉づかいの影響についての研

究は、誤解と混乱が容易に生まれることを示

唆している。例えばイスラム主義の、又はイ

スラム主義者を意味する Islamist、あるいは

聖戦を意味するJihad等は、必ずしも正確に

理解されるわけではなく使用に注意が必要で

ある。また、暴力的過激派思想と主流のイス

ラム教を明確に分けることが重要である。

 　またテロリスト及び暴力的過激派は、「イ

スラム教に対する戦争（War on Islam）」といっ

た言葉を用い、ムスリム・コミュニティと

主流社会の間に楔を打ち込むことを狙ってい

る。そのため、彼らの言葉をそのまま使うこ

とは危険である。

 　言葉とコミュニケーションは国際的な性格

を持つ。イギリス国内のテロリズム対策に関

る言動が海外に影響を与えると同様に、イギ

リスの海外における又はその同盟国の言動も

イギリス国内に影響を与える。RICUは欧州

連合及びアメリカに働きかけ、その研究成果

の共有を呼びかけている。

(c) メッセージの伝達

 　メッセージの効果は、その伝達手段によっ

て変わる。政府の声と政府のメッセージは、

必ずしも目標となる聴衆に届き、その態度を

変えるわけではない。

 　このためRICUは、テロリズムの思想に挑

戦するのに適した、政府主体ではない伝達手

段を発展させようとしている。

 　これは共同体・地方政府省の職務とも関

わりのある分野で、同省はムスリム・コミュ

ニティ内における暴力的過激派思想に反対す

る声を強化するための防止コミュニケーショ

ン戦略（Prevent communications strategy）に基

き、イギリスのイスラム教徒の実態を海外の

イスラム教国が知ることができるようインター

ネット上に公開討論の場を設ける等の方策を

実施している。

 　またRICUは、海外及びイギリスのイスラ

ム教徒に影響力を持つ、南アジア（特にパキ

スタン）及び汎アラブメディアにおける、イ

ギリスのテロリズム対策の扱いを向上させる

よう働きかけている。

結論

　国際テロリズムはイギリスの安全保障にとっ

て、そしてイギリス国民の日常にとっても脅威

である。本戦略においては、この脅威の起源と、

なぜ近年になって規模及び性質においてこれま

での国際的又は国内のものと根本的に異なるテ

ロリズムが発生したかを説明した。

　現代のテロリストの脅威は、海外における紛

争、脆弱な国家、暴力行使を支える過激派思想、

技術発展によって生じた機会、及び過激化等に

根ざしている。

　これに対するイギリス政府の対応は、テロリ

ストの攻撃を阻止すること、人々がテロリスト

になったり、暴力的過激派思想を支持したりす

ることを防ぐこと、テロリストの攻撃に対する

防御を固めること、攻撃が防げなかった場合に、

その被害を最小限にとどめることである。戦略

は緊急の脅威と同時に、根本要因へも長期的に

対処することを意図している。

  イギリス政府のテロに対する対応は、地域的、

全国的及び国際的なものであり、共同体、地方

自治体、政府省庁・エージェンシー、分権政府

及び海外の協力相手に依存する部分が大きい。

従ってその遂行に当たっては、高度の調整が必

要となる。

　CONTESTは、その遂行に当たって必須とな

るその他の政府政策との調整を必要とする。紛

争の抑制、国際援助、アフガニスタン及びパキ

スタンにおける任務、国内の共同体に対する支

援、社会結合性、権限委譲、人種平等の強化等

がこれに該当する。
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　イギリス政府のテロリズムに対する対応に

は、脅威の性質を踏まえた法改正が含まれるが、

自由民主主義というイギリスの原則と価値観の

維持は不変である。国家安全保障、特にテロ対

策に対する取組みは、人権の擁護、法の支配、

正統かつ責任の所在が明確な政府、正義、自由、

寛容及びすべての者の機会の平等といった価値

観に立脚している。

　イギリス政府は、CONTESTを、各国が策定

した対テロ計画の中で最も包括的かつ広範な取

組みであると確信し、現在までに「イギリス及

びその海外権益に対する国際テロリズムの危険

を減少させ、人々が自由に安心して外出できる

ようにする」という目的は達成できているもの

と判断している。今回、改訂された戦略は、そ

の成果の継続を意図している。

注

* インターネット情報はすべて2009年5月29日現在で

ある。
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 <http://www.number-10.gov.uk/output/Page8041.asp>

(14) 　Madeleine Bunting, “Alien nation?”, The Guardian , 

June 13, 2007.

(15) 　Commission on Integration and Cohesion, Our 

Interim Statement , Feb. 2007.

 <http://collections.europarchive.org/tna/20080726153

 624/http://www.integrationandcohesion.org.uk/~/

media/assets/www.integrationandcohesion.org.uk/

cicinterim%20pdf.ashx>

(16) 　Commission on Integration and Cohesion, Our Shared 

Future , Jun. 2007.

 <http://collections.europarchive.org/tna/20080726153

 624/http://www.integrationandcohesion.org.uk/Our_

 final_report.aspx>

(17) 　Terrorism Act 2006 (c.11). 本法の詳細な解説及び

翻訳は、次の記事を参照頂きたい。

 岡久慶「英国2006年テロリズム法―「邪悪な思想」と

の闘い」『外国の立法』228号 , 2006.5, pp.82-112.
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